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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって，JIS T 9241-1:2008 は廃止され，その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS T 9241 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS T 9241-2 第 2 部：移動式リフト 

JIS T 9241-3 第 3 部：設置式リフト 

JIS T 9241-5 第 5 部：リフト用スリング 

JIS T 9241-6 第 6 部：立ち上がり用リフト 

JIS T 9241-7 第 7 部：浴槽設置式リフト 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本工業規格          JIS 
 T 9241-6：2015 
 

移動・移乗支援用リフト－ 

第 6 部：立ち上がり用リフト 

Hoists for the transfer of persons with disabilities- 

Part 6: Standing mobile hoists 

 

序文 

この規格は，2006 年に第 2 版として発行された ISO 10535 を基とし，製品の種類ごとに部編成とし，更

に国内事情を反映させるため，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，座位から立位に持ち上げ又は立位で移動することを目的としたリフト（以下，リフトとい

う。）について規定する。ただし，被懸ちょう者が歩いて移動する用具，JIS T 9255 に規定する立ち上がり

補助いす及び JIS T 9268 で規定する昇降形の補高便座は除く。 

この規格は，人間を異なる階へ移動する装置には適用しない。 

この規格には，装置の老朽化及び腐食の確認方法は含まない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 10535:2006，Hoists for the transfer of disabled persons－Requirements and test methods（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 0641-1 製品の幾何特性仕様（GPS）－製品及び測定装置の測定による検査－第 1 部：仕様に対

する合否判定基準 

注記 対 応 国 際 規 格 ： ISO 14253-1 ， Geometrical Product Specifications (GPS) － Inspection by 

measurement of workpieces and measuring equipment － Part 1: Decision rules for proving 

conformance or non-conformance with specifications（IDT） 

JIS B 8360 液圧用鋼線補強ゴムホースアセンブリ 

JIS B 8361 油圧－システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項 

JIS B 8364 液圧用繊維補強ゴムホースアセンブリ 

JIS B 8370 空気圧－システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項 


